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令和７年 第５回美瑛町農業委員会総会 

議   事   録 

美 瑛 町 農 業 委 員 会  

１ 会 議 名 令和７年 第５回 美瑛町農業委員会総会 

２ 会 議 の 日 時 令和 ７年 ６月 ２日（月）  

午後 ３時５５分～午後 ５時００分 

３ 会 議 の 場 所 役場４階 委員会室 

４ 会議の出席委員 

      （１５名） 

1 番 打 田 佳 史 2 番 荒 川 博 彦 

3 番 喜 多 順 一 4 番 平 間 初 美 

5 番 成 田 敦 志 6 番 村 上 聡 和 

7 番 森 平 敏 文 8 番 浦 島 貴 之 

9 番 有 富 友 昭 10 番 大 場  男 

11 番 長 谷 川  宏 12 番 佐 藤 千 代 志 

13 番 谷 口  学 14 番 上 村 昌 規 

15 番 只 野  透   

５ 欠席委員（  名）     

    

６ 議事日程 
 
日程第１         総会会期の決定について 
 
日程第２         議事録署名委員の指名について 
 
日程第３         諸般の報告について 
 
日程第４ 議案第１号 土地の現況証明願書の交付について 
 
日程第５ 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 
 
日程第６ 議案第３号 農用地利用集積等促進計画（案）の要請について 
 
 

７ 事  務  局 
事務局長 観 音 太 郎  事務局次長 得 能   理 

係   長 佐 藤 衡 一  



2 

 

○事務局長 少し時間が早いですが只今から、令和７年第５回美瑛町農業委員

会総会を開会致します。 

本日の会議の出席委員は１５名で、会議規則第７条の規定による

過半数を満たしており、本総会が成立していることを、ご報告いたしま

す。 

これより、町民憲章の朗唱を行います。ご起立願います。 

美瑛町町民憲章。私たちは美瑛町の町民であることに誇りと責任

を感じ、この憲章を掲げてその実践に努めましょう。 

一つ、心もからだもすこやかに、りっぱにつとめをはたしましょう。 

一つ、互いにむつみ話しあい、楽しい家庭をつくりましょう。 

一つ、きまりを守り助けあい、明るい社会をつくりましょう。 

一つ、自然を愛し文化をたかめ、豊かな郷土をつくりましょう。 

ご着席願います。 

 

○事務局長 開会にあたり、会長よりご挨拶を申し上げます。 

 

○只野会長 皆さん大変ご苦労様です。今日は変則的な時間帯となりまして、

総会資料を見ても、案件は非常に少なくなっております。この後の予

定もございますので、皆様のご協力のもと、スムーズな進行でいきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局長 ありがとうございました。それでは、会議規則第４条の規定により、

議事の進行は只野会長にお願いいたします。 

 

○議  長 それでは これより会議を開きます。本日の議事日程は、印刷物で

配布のとおりです。 

 

○議  長 日程第１、総会会期の決定についての件を議題とします。本総会

の会期は、本日、１日限りにしたいと思います。ご異議ありませんか。

【なしの声】 

 

○議  長 異議なしと認めます。本日の総会の会期は、本日１日限りに決定い

たしました。 

 

○議  長 日程第２、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員

は、会議規則第１４条第２項の規定により、２番、荒川委員、９番、有

富委員を指名いたします。 

 

○議  長 日程第３、諸般の報告を行います。事務局から報告をお願いしま

す。 

 

○事務局長 諸般の報告をいたします。 

１番、令和７年５月１日、令和７年第４回美瑛町農業委員会総会

を開催し、会長外１４委員が出席しております。 
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２番、同じく５月１日、令和７年度美瑛町アグリパートナー協議会総

会を開催し、会長外１４委員が出席しております。 

３番、５月２４日、美瑛ロータリークラブ創立５０周年記念式典が開

催され、会長が出席しております。 

４番、５月２６日、令和７年度美瑛町土地開発公社理事会が開催

され、会長代理が出席しております。 

５番、５月２８日から３０日にかけて、全国農業委員会会長大会及

び視察研修があり、会長代理が参加しております。 

６番、５月３０日、美瑛町森林組合第６９回通常総会が開催され、

会長が出席しております。 

以上です。 

 

○議  長 これで、諸般の報告を終わります。 

 

○議  長 次に日程第４、議案第１号、土地の現況証明願書の交付について

の件を議題とします。 

議案第１号、番号１番の件について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

○事 務 局 はい、議案第１号、土地の現況証明の交付について、農地法関係

事務処理要綱の規定に基づき、土地の現況証明願書の提出があっ

た、○○○○さん、１件の証明書交付の可否について審議を求める

ものです。 

番号１番、農振農用地区域外、都市計画区域外、畑としての利用

は無く、現状原野化しております。地目変更登記の申請を予定してい

ます。以上で説明を終わります。 

 

○議  長 只今の 1 番の件について、現地調査の結果を○○班長よりお願い

いたします。 

 

○班  長 はい、ただいま事務局の説明のあったとおりです。本日午後より現

地に行き確認してまいりました。既に山林化しており、農地として使え

るような状況ではないということで、非農地で問題ないと思います。 

以上です。 

 

○議  長 ありがとうございました。 

これより議案第１号、番号１番の件について、質疑に入ります。発

言のある方は、挙手願います。 

【なしの声】 

 

○議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。それでは、採決い

たします。 

議案第１号、番号１番の件について、原案どおり決定することに賛

成の方は、挙手願います。 

【挙手多数】 
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○議  長 挙手多数と認め、本件は原案どおり決定されました。 

 

○議  長 次に日程第５、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請

についての件を議題とします。 

議案第２号、番号１番の件について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

〇事 務 局 議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、農地

法第４条の規定による転用許可申請のあった、○○○○さんの許可

の可否について審議を求めるものです。 

番号1番、申請箇所は、ＪＲ美瑛駅から○に約○キロの箇所で、農

業用倉庫建設及び作業用通路造成のための転用許可申請です。 

申請地は町が定める農業振興地域整備計画において指定される

農業振興地域内で、農用地の施設用地として用途変更済みであり、

都市計画区域外です。 

農用地の転用は原則不許可ですが、農地法５条の（２）に該当する

施設であり、農地転用を許可することが出来るとされているため、転

用はやむを得ないと認められます。 

詳細につきましては、議案２ページをご覧ください。 

以上で説明を終わります。 

 

○議  長 只今の説明に関連して、地区担当委員であります○○委員から補

足説明をお願い致します。 

 

○担当委員 

 

 

 

 

はい、ただいま事務局から説明があったとおりです。○○○○は新

規就農をし、もう７年程経過しています。去年農地を増やし、水田が

増えましたので、手狭となった乾燥施設を新たに作るということです。

何ら問題はないかと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

○議  長 ありがとうございました。 

番号１番の件について、現地調査の結果を○○班長よりお願いい

たします。 

 

〇班  長 はい、午後より第２班と担当者、関係者で現地を確認してまいりまし

た農業用施設等の利用ということで、特に問題なしと判断しました。 

以上です。 

 

○議  長 ありがとうございました。 

これより議案第２号、番号１番の件について、質疑に入ります。発

言のある方は、挙手願います。 

【なしの声】 

 

○議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。それでは、採決い
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たします。 

議案第２号、番号１番の件について、原案どおり決定することに賛

成の方は、挙手願います。 

【挙手多数】 

 

○議  長 挙手多数と認め、本件は原案どおり決定されました。 

 

○議  長 次に日程第６、議案第３号、農用地利用集積計画、集積等促進

計画案の要請についての件を議題とします。 

議案第３号、番号１番から番号４番までの件については 

１番・２番を一括して審議し採決します。 

その後３番・４番の審議前に、○番○○委員が直接の利害関係に

ある案件と認められますので、農業委員会等に関する法律第３１条

第１項の規定により、○○委員退席の上、審議いたします。 

それでははじめに、番号１番・２番について事務局から説明をお願

いします。 

 

○事 務 局 議案第３号農用地利用集積計画等促進計画案の要請についてで

す。 

制度改正に伴い昨年度作成した地域計画に基づいて行われる美

瑛町で初の促進計画となります。新制度につきましては、昨年度各研

修会でも色々と説明があったところですが、今回は初という事で少しだ

け制度の流れをお話しし、議案の説明に入ります。 

 まず農地の権利移動、売買・賃貸の調整が終了したのち、委員会

は公社へ「農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請」を行

います。この「要請」が公社で了承であれば、公社から町へ「農用地

利用集積等促進計画」を定める様に通知が来ます。この通知をもっ

て町は「農用地利用集積等促進計画案」を作成し、公社へ提出しま

す。この「促進計画案」について、調整した内容と相違がないか総会

で図り同意する事になります。委員会の同意を得た計画案は、最終

的に「公社の同意後に即日公示できます」と言う形で町から公社へ送

られ、公社同意から公示になります。 

 昨年度、最初の頃の説明会では、「調整終了後の要請」と「促進計

画案への同意」の２回総会を行うとなっておりましたが、町と委員会は

相互に関係があるという事で、１回の総会で「要請」と「同意」について

図れるようになりました。今回も、この後に審議する案件につきまして

「要請」と「同意」を同時に行うという事になります。 

 促進計画で農地の権利移動を行う場合、必ず間に公社を挟む形に

なります。議案の中ほど「設定､移転をする理由」の欄に記載されてい

る内容を見ていただきたいと思います。所有権移転、今総会では案

件がありませんが賃貸等、記載されることになります。 
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また、公社からの売渡しなのか買入なのか、即売りタイプなのか貸

付か、を記載します。「貸付タイプ」と言うのは、保有合理化事業の貸

付の事です。また、一番右側の備考欄の記載内容を見ていただきた

いと思います。備考欄は補足の説明になりますが、３番４番の案件に

ついては、即売りタイプとなります。３番の方から４番の方への所有権

移転案件となりますが、昨年度までの集積計画であれば、１件案件１

行でした。公社を挟む事になって２案件２行となっておりますので、少

し見づらいので備考欄に合体させていただいて３番から４番にと矢印

記載させていただいています。 

 基本的には、見慣れている集積計画の表を使わせていただいて、

促進計画の方に変わったところを変更記載する様にしました。見た目

が変わらないように見えますが、内容は変わっていますのでご確認を

お願い致します。 

 

それでは、議案第３号になります。 

○○○○さん外３件、改善組合承認済から利用権の設定等、所

有権の移転４件について、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条第１１項に基づき農地中間管理機構に対し農用地利用集積

等促進計画を定められるよう要請を行うこと及び、農用地利用集積

等促進計画案について審議を求めるものです。 

番号１番と２番は、備考欄のところに記載させていただいています

が、保有合理化事業５年タイプ、５年間の賃貸が終わりまして、この度

公社から売渡しになり所有権の移転となるものです。 

土地の詳細等、面積等につきましては、議案をご確認ください。以

上で説明を終わります。 

 

○議  長 それではこれより議案第３号、番号１番、２番の件について、質疑に

入ります。発言のある方は、挙手願います。 

 

【なしの声】 

 

○議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。それでは、採決い

たします。 

議案第３号、番号１番と２番について、原案どおり決定することに賛

成の方は、挙手願います。 

 

【挙手多数】 

 

○議  長 挙手多数と認め、本件は原案どおり決定されました。 

 

○議  長 次に議案第３号、番号３番、４番の件について審議いたします。ここ
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で長谷川委員に退席をお願いします。 

それでは事務局から説明をお願いします。 

 

○事 務 局 番号３番と４番につきましては、所有地処分によるものです。 

先程説明の設定、移転をする理由の欄を見ていただきたいのです

が、所有権移転の即売タイプ、公社買入、それから４番が売渡しとな

っております。 

土地の面積等詳細につきましては、議案をご確認ください。 

以上で設定を受けるもの４件３名１法人、設定をするもの４件１名３

法人、畑２４筆○○○○㎡となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

○議  長 それではこれより議案第３号、番号３番、４番の件について、質疑に

入ります。発言のある方は、挙手願います。 

 

【なしの声】 

 

○議  長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。それでは、採決い

たします。 

議案第３号、番号３番４番について、原案どおり決定することに賛

成の方は、挙手願います。 

 

【挙手多数】 

 

○議  長 挙手多数と認め、本件は原案どおり決定されました。 

 

 

○議  長 それではここで、○○委員に入室していただきます。 

○○委員にお知らせいたします。本件は原案どおり決定されまし

た。 

 

○議  長 以上で、本日の議案の審議及び報告事項は、全て終了いたしまし

た。 

以上をもちまして、令和７年、第５回美瑛町農業委員会総会を閉

会いたします。ご苦労さまでした。 
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この議事内容は、重複した言葉づかいや明らかな言い直しがあったもの等を整理した

上で、総会の顛末として相違ないことを証するため、下記、署名捺印する。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

               美瑛町農業委員会長 

 

 

 

               美瑛町農業委員 

 

 

 

               美瑛町農業委員 


